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重
度
訪
問
介
護
を
通
勤
途
上
や
就
業
中
で
も
利
用
で
き
る
制
度
構
築
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

重
度
訪
問
介
護
は
、
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
」
、
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
九
号
）
」
及
び
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
九
月
二

十
九
日
、
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
」
に
よ
り
、
職
場
で
の
就
労
中
の
介
護
及
び
通
勤
、
営
業
活
動
等
の
経
済
活

動
に
係
る
外
出
、
通
年
か
つ
長
期
に
わ
た
る
外
出
及
び
社
会
通
念
上
適
当
で
な
い
外
出
は
、
対
象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
職
場
で

の
就
労
中
や
通
勤
途
上
で
受
け
る
介
助
の
費
用
は
、
障
害
者
自
ら
が
負
担
す
る
、
も
し
く
は
職
場
で
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て

お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
重
度
訪
問
介
護
が
必
要
な
障
害
者
の
就
労
の
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

一
方
、
重
度
訪
問
介
護
が
必
要
な
障
害
者
が
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
、
仕
組
み
づ
く
り
の
機
運
、
社
会
的
関
心
も
高
ま
っ

て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
通
り
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

重
度
訪
問
介
護
を
、
通
勤
途
上
で
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
に
す
る
た
め
に
は
、
「
障
害
者
の
日
常
生
活



 

２ 

 

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日
、
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三

号
）
」
の
規
定
の
改
正
に
よ
り
実
現
し
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
他
の
法
令
等
の
改
正
も
必
要
で
す
か
。
政
府
の
見
解
を

示
し
た
上
で
、
そ
の
他
の
法
令
等
の
改
正
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
法
令
等
の
名
称
を
示
し
て
下
さ
い
。 

二 

重
度
訪
問
介
護
を
、
職
場
で
の
就
労
中
で
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
に
す
る
た
め
に
は
、
「
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
」
の
規

定
の
改
正
に
よ
り
実
現
し
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
他
の
法
令
等
の
改
正
も
必
要
で
す
か
。
政
府
の
見
解
を
示
し
た
上

で
、
そ
の
他
の
法
令
等
の
改
正
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
法
令
等
の
名
称
を
示
し
て
下
さ
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


